
令和 5 年度 家庭ごみ排出量実態調査実施要項 

 

1．目的 

ごみ減量化やリサイクルへの市民意識の向上を図り、ごみ焼却により発生する温室効果ガス

を削減するため、モニター調査で各家庭のごみ排出量を「見える化」し、ごみ減量手法の共有や

実践による効果の検証を行う。 

 

2．モニター調査内容 

可燃・不燃・プラスチック製容器包装の日々の排出量をデジタルはかりにて計測し、毎月市に

報告する他、適宜アンケート等を実施する。 

報告方法は、いばらき電子申請・届出サービス、郵送、ＦＡＸ、メール等を用いる。 

  「デジタルはかり」は環境対策課から貸与し、実態調査終了後に進呈する。 

 

３．調査期間 

調査期間は、令和 5年 8月 1日から令和 6年 7月 31日までの一年間とする。 

協力世帯には継続期間に応じて謝礼を贈呈(六ヶ月、一年の計二回)する。 

 

3．モニター応募条件 

 市内に居住するかたで、ごみ減量に興味があり、調査に協力できること。 

 

4．モニター応募方法 

いばらき電子申請・届出サービス、取手市役所環境対策課窓口、郵送、ＦＡＸ等でモニター参加

の申請を行う。 

いばらき電子申請・届出サービスを利用して申請する場合、同サービスの利用者登録が必要に

なります。 

取手市役所環境対策課窓口、郵送、ＦＡＸ等で申請する場合、家庭ごみ排出量実態調査申請

書に必要事項を記入し、環境対策課へ提出が必要になります。 

 

5.応募世帯数 

 先着 500世帯 

 500世帯に達したところで締め切ります。 

 

6.誓約事項 

 デジタルはかりの取り扱いについて 

 ＊取扱説明書をよく読んで、正しい取扱いと管理を行い、処理動作や破損に伴う経費は申請者

が負担すること 

 ＊いかなる場合も他人への譲渡、転貸、転売しないこと 


